
 「多言語化」と「やさしい日本語」を基本に、文化の差異を踏まえた
安衛管理活動を展開

有楽製菓株式会社（豊橋夢工場）

■ 従業員の採用活動を進める中で、近隣地域に居住し、日本人を配偶者とする、ある程度
の日本語を喋れる外国人等が応募、採用。
外国人労働者が 10 人を超えた頃から、職場に外国人労働者がいることを前提とした安

全衛生管理活動の必要性を感じ、数年前からスタートしたもの。
■ 生産工程のラインに配属し、法定資格が必要な危険有害業務等には従事させていない。
外国人労働者のみのチーム等は設けず、日本人労働者と共に作業に従事。

１【言葉の壁】
（１）管理者、日本人労働者に対する「やさしい日本語」使用の要請
すべての管理者に対し、年に１回（11月）、「外国

籍の従業員に対する配慮のお願い」（150 頁資料①
参照）と題する書面を配布。また、新たに外国人従
業員を採用・配属する場合にも、当該配属先の管理
者に配布。これにより「やさしい日本語」を使用す
ること等を、管理者を通し日本人労働者にも要請。

（２）説明文、掲示物に関する「多言語化（日本語と
英語の併記）」の取組み
英語を使用する外国人労働者が多いことを踏ま

え、工場内の掲示物、書類は、ほとんど英語を併記。

１
 

食料品製造業 （パン・菓子製造）

所在地 ▼ 愛知県
従業員 ▼ 247 人

（うち外国人従業員 11人）

事 場 情 報業 取組みのカテゴリー

言葉の壁 文化の違いに対する理解

危険予知訓練 ヒヤリハット活動報告

背 景

取組み内容

◆難しい日本語を使わず、できるだけ簡単な
言葉で話す。

◆曖昧な表現をせずにハッキリ言う。
◆ボディランゲージや片言の簡単な英語を使
って話す。

主
な
内
容
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２ 【文化の違いに対する理解】
（１）管理者、日本人労働者に対する注意喚起

前記の「外国籍の従業員に対する配慮のお願い」の中に、文化の違いに関する具体的な
留意点を記載。日本人労働者に対し注意喚起を行っている。

（２）注意喚起に至る背景
外国人労働者に説明を行い、最後に「分かりましたか？」と質問したところ、外国人労

働者が「はい」と回答。それをもって、理解したと認識。しかし大きな問題が発生。原因
究明の中で「説明を理解していなかった」ことが明らかになった。
これを踏まえ、「はい」という返事についての理解度の確認が必要と判断した。

３ 【危険予知訓練】
（１）危険予知訓練（安全講習会）の開催

外国人労働者を含め、全員が参加する「安全講習会」を月に 回、開催。
この講習会で危険予知訓練を実施（所要時間： 分）。
危険予知訓練に使用する資料には、日本語の全文に対応する英語を記載し、外国人労働

者も十分に理解ができるよう配慮している。
小グループのミーティングに際しては、外国人労働者も積極的に発言するようグルー

プのリーダーが意識して進めている。
毎回テーマを変えているが、基本的なスタイルは、次のとおり。

（２）安全衛生事項の徹底（安全講習会）
安全講習会では、危険予知訓練以外にも、危険箇所やルール等の周知・徹底等も実施。

◆いつも定時で帰る外国人スタッフに、残業をお願いする際の対応。
「手伝ってくれると助かる」「あなたの助けが必要」という言い方をしてみましょう。

◆日本の価値観を押し付けずに文化の違いを理解する。

◆仕事を失いたくなくて分かったふりをさせることは危険。
説明した後、「理解しているか確認したいので、私がいま説明したことを言ってもら

えますか」と自分の口から説明させる。または、説明後に「〇〇するときに、絶対にし
なければいけないことは何でしょう？」と重要点を質問し理解度を測る。

主
な
内
容

「ここは日本だから、日本のやり方に従いなさい」 ×
「日本では、こういう考えのもと仕事をしないといけない」 ×
「私達の会社は、こういう理念のもと仕事をしている」 〇

◆作業状況を撮影した写真を示し、作業状況・状態を説明。
◆その後、小グループに分かれて、その中から認められる危険性について議論し、リスクを抽
出（10分）。

◆リスクの高いものを選び、さらに最もリスクの高いものを選ぶ（1分）。
◆選ばれた最もリスクの高いものに対する対策を検討する（3分）。
◆出された対策に関して、効果的なものを選ぶ（1分）。
◆小グループによるミーティングが終了した後、全員が参加する中で、各グループがミーティ
ング結果を発表する。
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４ 【 】ヒヤリ・ハット報告活動
（１）ヒヤリ・ハット報告

毎月 回、外国人労働者を含む全員に、「ヒヤリ・ハット報告書」の提出を義務付け。
提出された報告書は、安全講習会でも活用されている（日本語、英語の併記）。

（152頁資料③「ヒヤリ・ハット報告書」参照）

（２）改善報告書、改善提案カード
ヒヤリ・ハット報告と同様に、毎月 1回、外国人労働者を含む全員に、「改善報告書」か

「改善提案カード」のどちらかの提出を義務付け（日本語、英語の併記）。
経験の浅い労働者は、具体的な改善策は「報告」できなくても、「こうなればいいな」と

いう希望・要望なら「提案」できるはずとの考えから「改善提案カード」を作成したもの。
（152頁資料④-1「改善報告書」、153頁資料④-2「改善提案カード」参照）

◆ヒヤリ・ハット活動報告の「死角から歩行者が飛び出してきた」との報告を受
け、「工場内を走らない」との注意喚起の説明文を掲示したことを説明。

◆工場内にて騒音測定を実施したところ、イヤーマフの着用が義務付けられる箇
所が確認されたことを踏まえ、当該箇所に「イヤーマフ着用エリア」との表示を
行ったことを説明。
いずれの資料も日本語の全文に対応する英語文が記載されている。

（151頁資料②「安全講習会資料（抜粋）」参照）

具
体
的
事
例

ターニングポイントは「唱和」
社内の掲示物については、現在はすべて英語文併記となっているが、以前は日本語（漢字・

ひらがな）のみで記載されていた。その変化の契機となったのは、「唱和」だった。
朝礼を行う会場の壁には、日本語で書かれた社訓や目標などが掲示され、朝礼時にその社訓

や目標などを、外国人労働者を含む従業員全員で声を合わせて唱和していた。
ある時、日本人従業員から「外国人労働者は、周囲の人に合わせて声を出しているが、漢字

は読めず、その意味も分かっていないのでは」との声が上がった。
これを受け、社訓等の意味を英語文で併記し、これを契機として、社内のすべての掲示物・

説明文等を英語文併記とした。
当社の外国人労働者は、国籍は様々であるが、概ね英語を話せるので、このような方法で互

いの理解を深め合っている。 （「経営理念」等の掲示物は153頁の資料⑤参照）

COLUMN 

あなたの安全のために、日本語能力試験を実施
求人に応募してきた外国人の方に「日本語レベル」を質問すると、多くの方は日本での滞在歴

が長いこともあり、「日本語は得意」と答えるが、実際はそうでないケースも多々認められた。
そこで、採用の可否を決定するものではないが、「就労前には日本語能力の実態を把握すべき

ではないか」との考えで日本語の能力試験を行っている。
受験者に対しては「もしあなたが日本語を苦手とする場合、上司に対して『簡単な日本語を使う

こと』『もっとゆっくり話すことを依頼します』『あなたの安全のためです』」と説明して実施。
正答率が70％以下の場合には、「要説明者」として、上司に「特に丁寧に対応するよう」指示
している。共に働く仲間として、危険リスクを下げる一つの大切なポイントと考えている。

（なお、日本語能力試験の実施マニュアル、受験者への説明文は154 頁資料⑥参照）

COLUMN 
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資料①「外国籍の従業員に対する配慮のお願い」文書
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資料② 安全講習会資料（抜粋）
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資料③ ヒヤリ・ハット報告書

資料④ １ 改善報告書
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資料④ ２ 改善提案カード

資料⑤ 「経営理念」等の掲示物

第
9
章

153

事
例
紹
介



資料⑥ 日本語能力試験の実施マニュアル

資料⑥ ２ 日本語能力試験の
受験者への説明文
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多文化共生を掲げてトップが牽引する企業

平野ビニール工業株式会社

■ 2 か所に工場を有し、四輪車用座席シートの裁断及び縫製加工を中心に事業を展開して
いる。社長がリーダーシップを発揮し、共存共栄の経営理念のもと、SDGs の多文化共生、
地域経済活性化、環境負荷低減の目標達成に取り組んでいる。外国人労働者の安全衛生対
策はこれらの取組みの中に位置付けられる。

■ 事業場では多数のミシンが稼働しているが、技能講習や特別教育を必要とする危険有害
業務はない。

■ 外国人労働者が約 6 割を占める。国籍はフィリピン、ベトナム、ブラジル、ペルーの 4
か国に分かれ、それぞれ母国語を異にすることから、母国語によるコミュニケーションを
図ろうとすると文書や掲示が煩雑になる。4 割を占める日本人労働者とのコミュニケーシ
ョンを活性化するためにも、外国人労働者の日本語レベル向上を図っている。

１【日本語教室】
在住外国人支援事業を行う県内の法人から

講師を招き（有料）、会社として日本語教室を
開催している。日本語の習得レベルに応じて
初級と中級にクラスを分け、週 1回、90分ず
つ受講している。内容は一般的な「日本語教
育」ではなく、自社での仕事や日本での生活
に絡めて教育してもらうようにしている。
受講の成果を試すとともにモチベーション

を高めるべく、日本語能力試験（JLPT）も
積極的に受験しており、N1からN4まで合格
者を出している。

２
 

その他の繊維製品製造業
（四輪車両用シート加工（裁断・縫製））

所在地 ▼ 静岡県
従業員 ▼ 148 人（2021年11月現在）  

（うち外国人従業員 86 人
（うち技能実習生 49 人））

企 情 報業 取組みのカテゴリー

言葉の壁 文化の違いに対する理解

職長教育 安全・リスクアセスメント教育

背 景

取組み内容

作業手順マニュアル等 健康管理
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２【職長教育】
昇進、賃金その他処遇について、日本人、外国人ともに国籍や性による区別をしていない（ダ

イバーシティの取組み）。7 人いる係長のうち 3 人、6 人いる班長のうち 2 人が外国人労働者で
ある。そのため、労働安全衛生コンサルタントを招き、職長教育（3 日間）も行った。講義
は日本語だが、通訳者も付けた。

３【安全・リスクアセスメント教育】
リスクアセスメントを推進するに当たり、理解してもらうための教育を行っている。やは

り労働安全衛生コンサルタントを招き、日本語で講義を行ってもらった（1 日）。４か国語の
通訳者（自社労働者）を付け、受講者の着座位置も国籍別とし、通訳者との距離に配慮した。
教育の結果は、日常の安全衛生活動（5S パトロール、安全衛生職場巡回）において危険有

害箇所の発見と解決に活かされている。

４【作業手順を確実に伝える】（マニュアル作成・共有アプリの活用）
Teachme Biz というマニュアル作成・共有ア

プリを使用して作業手順の説明に活用している
（ミスコミュニケーションの防止）。動画、写真
などで分かりやすく説明している。画面に表示さ
れる日本語はひらがな・カタカナを使用する。携
帯電話や iPad で視聴できる。本人が一人で視聴
することもできるし、現場内で職長が部下の指導
に使うこともある。教える側は手間が省けると
ともに、教わる
側は何回でも繰
り返し見て確認
することができ
て便利である。
活用を始めて
２年余りの間に
本が制作さ

れ、現在も続い
ている。

外国人労働者は母国でこうした教育を受けたことのない人が多く、どの国の
人も感動してくれる。「日本では社員を守ることが会社の義務なのですね」と
言われた。日本人と同等の社内教育をすることの意義は大きい。（平野社長）
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５【 の活用】
Messenger を使って業務の連絡や生活指導等を行っている

（ディスコミュニケーションの防止）。入国して間もない人た
ちのために、日本語はなるべくひらがなを使用している。すべ
ての実習生が同じ情報を共有でき、コメントも可能である。
特に、部下から上司（場合によっては直接社長）にメッセージ
を送信することもでき、幹部が社内のトラブルを解決するた
めの契機になっている。

６【健康管理】
健康診断時、問診票は母国語表記のものが健診機関から送付される。ただし、健康診断結

果の通知は日本語であり、事後措置の内容や必要性を説明するときには本人の同意を得て通
訳者（自社労働者）に同席してもらう。
私病で受診する際、来日して間もない者等が希望すれば通訳者（自社労働者）に付き添っ

てもらっている（本人が会社側に「病院の付添い許可申請書」（次頁の資料①参照）を提出
する）。
また、受診時に発生する 3 割の自己負担分を民間の保険でカバーしているが、傷病名が分

からないと受給できないので、「病院受診者連絡票」（次頁の資料②参照）を持たせ、病院側に
傷病名を記載してもらうようにしている。

７【日本の文化を体験してもらう取組み】
技能実習生は地域の自治会活動（排水路清掃、美化活動や防災訓練）にも参加している。

日本文化を体験してもらうため、地元の祭りにも参加した。また社内イベント（ボウリング
大会、社員旅行（京都、奈良）、着物体験）も実施している。
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資料① 病院の付添い許可申請書

資料② 病院受診者連絡票
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